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 事業種別
 事業名

　尼崎堺線（住之江）整備事業

[効果項目]
・交通円滑化効果
　①走行時間短縮便益
　②走行経費減少便益
　③交通事故減少便益
・歩行の安全性と快適性の向上

[受益者]
・市民　・道路利用者　・地域経済　・地域社会

[算出方法]
・費用便益分析マニュアル（平成30年2月　国土交通省 道路局 都市局）に示された手法に準じて実施
・道路投資の評価に関する指針（案）（平成12年1月　道路投資の評価に関する指針検討委員会）に示され
た手法に準じて実施

[分析結果]
・費用便益比　B／C＝1.14　（総便益B：22.07億円、総費用C：19.3億円）

[効果項目]
・機能的な道路ネットワークの充実
・交通流の円滑化に伴う周辺環境の改善
・災害時における避難路及び延焼遮断帯などの防災空間の確保
・安全で快適な歩行者空間の確保
・沿道土地利用の高度化
・供給処理施設（水道、ガス、電気、下水等）の収容空間の確保

[受益者]
・市民　・道路利用者　・地域社会　・地域経済

・本路線と柴谷平野線が交差する北加賀屋交差点は、特に大型車両の交通量が集中する交差点
であり、沿道には地下鉄北加賀屋駅や病院などの公共公益施設があることから、拡幅し、交差
点改良や歩道拡幅などを行うことにより、道路交通の円滑化及び歩行者や自転車等の交通安全
対策が図られるため事業実施の必要性は高い。

担　   　当 建設局道路部街路課（電話番号：06-6615-6745）

１　再評価理由
　国庫補助事業以外で事業再評価した年度から５年以上が経過し、なお継続中のもの
　（国庫補助事業であったが平成16年度より交付金化）
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　住之江区北加賀屋5丁目～北加賀屋2丁目

・本路線は、本市の臨港地帯に沿って尼崎市と堺市を連絡する幹線道路であり、臨海部に行き来する大型
車両が非常に多い路線である。
・本路線と柴谷平野線が交差する北加賀屋交差点は、都心方向の南北交通と南港から内陸部の市街地方面
への自動車交通が重複し集中する交差点であり、また、沿道には地下鉄北加賀屋駅や病院などの公共公益
施設があることから、道路拡幅を行い、自動車交通の円滑化及び歩行者や自転車等の交通安全対策を図
る。

延長　L=240ｍ
幅員　W=30m（現道幅員　25ｍ）
車線数（片側　2車線、歩道あり）

事業再評価調書（２回目以降）
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・現道幅員内で暫定的な交差点改良を行い、自動車交通の円滑化に関しては一定の効果発現を図っている
が、本路線の整備により、自動車交通が集中する北加賀屋交差点付近を拡幅することで、交通の円滑化を
図るとともに、沿道に地下鉄北加賀屋駅や病院などの公共公益施設が立地することから、歩行者・自転車
の安全・安心な通行空間を確保する必要性は、ますます高まっている。
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事業継続（B）

用地取得必要面積　1,200 ㎡
整備必要面積 　   7,200 ㎡

用地取得必要面積　1,200 ㎡
整備必要面積 　   7,200 ㎡

事業開始年度　平成 6年度
着工年度　　　平成 6年度
完了予定年度　平成29年度

事業開始年度　平成 6年度
着工年度　　　平成 6年度
完了予定年度　平成36年度

―
用地取得済面積　  　744 ㎡
整備済面積　          0 ㎡

用地取得済面積　    744 ㎡
整備済面積　          0 ㎡

用地取得必要面積　1,200 ㎡
整備必要面積　    7,200 ㎡

（理由）

８ 今後の取組方針
　　　　　　(案)

５　事業の優先度
　　の視点の評価

[重点化の考え方]
・「都市計画道路の整備プログラム(H28.9)」（以下、整備プログラム）における、優先的に
整備を進める路線には位置付けておらず、優先的に整備を進める他の路線の収束に合わせて本
格的に事業を実施する路線としている。

[事業が遅れることによる影響]
・本路線の北加賀屋交差点における自動車交通の円滑化などの事業効果発現が遅れる。
・歩行空間の確保による歩行者等の安全安心の享受や、沿道環境改善による周辺地域への事業
効果の享受が遅れる。
・都市計画法による建築制限などの私権の制限が長期化することとなる。

６　特記事項
・平成25年度の事業再評価における対応方針は「事業継続（Ｃ）」であり、現在、その方針に沿って事業
を実施している。

７ 対応方針（案）

・本路線は、既設歩道を有し、用地取得した箇所から歩道の仮整備を行っていることから、歩行者や
自転車の通行空間は一定確保しているとともに、現道幅員内で暫定的な交差点改良を行い、一定の自
動車交通の円滑化を図っているものの、本路線と柴谷平野線が交差する北加賀屋交差点は、都心方向
の南北交通と、南港から内陸部の市街地方面への大型車両の自動車交通が重複し集中する交差点であ
り、沿道には地下鉄北加賀屋駅や病院などの公共公益施設があることから、拡幅し、交差点改良や歩
道拡幅などを行うことにより、道路交通の円滑化及び歩行者や自転車等の交通安全対策が図られるた
め事業実施の必要性は高い。
・整備プログラムにおいて、整備の優先度が高い路線には位置付けておらず、優先的に整備を進める
他の路線の収束に合わせて、本格的に、残る用地取得と整備工事を実施することとしていることか
ら、「事業継続（Ｂ）」とする。

今後、当面は予算の範囲内で進捗をはかり、優先的に進める他の路線の収束に伴い予算が確保でき次
第、本格的に残る用地取得と道路整備を進め、平成36年度での事業完了をめざす。

用地取得率　　 　　　62 ％
工事進捗率　          0 ％

用地取得率　  　　   62 ％
工事進捗率　 　　     0 ％
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事業開始時点
（平成6年6月）

前回評価時点
（平成25年3月）

今回評価時点
（平成30年3月）

事業開始年度　平成 6年度
着工年度　　　平成 6年度
完了予定年度　平成10年度

・本路線は、予算の範囲内で一定の進捗を図ってきており、残る用地の取得後、整備工事を行
うことで事業が完了する。
・今後、優先的に整備を進める他の路線の収束に合わせて、本格的に事業を実施することで、
完成予定年度での完成を見込んでいる。

-

―  8 億円

15 億円 12 億円 12 億円

・用地取得において、近年の下落傾向にある土地価格での売買に難色を示されていることなどで、用地取
得が難航し、事業が長期化していた。
・財政状況が非常に厳しいため、事業中路線においては、選択と集中の観点から、重点的に投資を行う路
線を選定し、事業を進めてきた。本路線は、重点的に投資を行う路線に位置付けておらず、買取のご要望
に対応するなど限定的な事業実施にとどめざるを得ないため、当初計画に比べ進捗が遅れている。

―

8億円

― 63  ％ 64%

-


